
出生後休業支援給付金の支給申請における
配偶者の同意書の提出について

雇用保険被保険者 ・人事労務担当者 ・社会保険労務士の皆さまへ

⚫ 出生後休業支援給付金（※）の支給申請において、申請者の配偶者が「無業者である場合（専業主夫）」

又は「雇用される労働者でない場合（自営業者、フリーランス等）」は、その確認書類として課税（非課税）

証明書の提出をお願いしていますが、この確認書類について、マイナンバーを活用して地方税情報を取

得・確認することにより省略が可能か検証するため、試行運用を実施しています。

（※）子の出生直後の一定期間内に、原則、両親がともに育児休業を取得する場合に、育児休業給付に上乗せして、

休業前賃金の13％相当額を給付する制度。

LL080709保０1都道府県労働局・ハローワーク

⚫ 地方税情報の取得・確認にあたっては、申請者の配偶者の同意が必要となるため、上記の要件に該当

し、課税（非課税）証明書を提出いただく際は、配偶者の同意書についても併せてご提出をお願いします。

■ 様式のダウンロード先

 各種お知らせ・様式
出生後休業支援給付金関係育児休業等給付 検索
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